
    

第第第第５１５１５１５１回鎌回鎌回鎌回鎌ケケケケ谷市都市計画審議会議事録谷市都市計画審議会議事録谷市都市計画審議会議事録谷市都市計画審議会議事録    

 

１．日  時 平成２７年１月１６日（金）  １０：００～１１：００ 

２．場  所 鎌ケ谷市役所 ６階 第１・第２委員会室 

３．出席委員 秋山秀一会長、村山和彦副会長、松澤武人委員、針貝和幸委員、川原千加

子委員、口石幸久委員、葛山繁隆委員、赤澤智津子委員、髙橋寛委員 

４．欠席委員 谷間保彦委員、小泉巖委員、中里孝男委員、内藤誠委員 

５．事務局  清水聖士市長 

都市建設部：高地健司部長、相川克己参事、小高仁志次長、金子文夫副参

事、鎗田淳副参事 

都市計画課都市政策室：佐瀬功室長 

都市計画課開発指導室長：新城英樹室長 

公園緑地課長：弓削孝司課長 

農業委員会事務局：湊明彦事務局長 

都市計画課都市政策室：河本好範室長補佐、星野繁和、内田雄介 

６．議  案 第１号議案 鎌ケ谷都市計画 生産緑地地区の変更について 

 

７．議  事 

司会 

 

 

 

 

 

 

市長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆様、おはようございます。 

 本日は、お忙しい中、鎌ケ谷市都市計画審議会にご出席いただきまして誠

にありがとうございます。 

 定刻になりましたので、鎌ケ谷市都市計画審議会を開催させていただきま

す。 

 開催にあたりまして、市長よりご挨拶を申し上げます。 

 

皆さん、おはようございます。本日は、ご多忙の中、鎌ケ谷市都市計画審

議会にご参集いただき、誠にありがとうございます。 

本日の主な議題は、生産緑地地区の変更であります。後ほどご審議の程、

よろしくお願いいたします。 

鎌ケ谷市は、徐々に発展してきておりまして、昨年は、市民の念願であり

ましたきらり鎌ケ谷市民会館が完成したり、給食センターが完成したりして

おりますが、市の最重要課題は、人口を増やしていくというところでござい

まして、今日、日本全体で、人口が減っている中で、各市町村が人口を増や

していく取り組みをしなければならないと思っております。 

そのためにも、子どもを産んで育てやすいまちにすることが、一番重要な

事柄のひとつであります。そのためにも、１００人規模の保育園を今年の 
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司会 

 

 

 

 

 

 

松澤委員 

 

司会 

 

針貝委員 

 

司会 

 

 

 

川原委員 

 

司会 

 

 

 

 

秋山委員 

 

司会 

 

 

４月、また、来年にも造っていく計画でありまして、それとともに安心して暮

らせるまちをつくるため、消防本部庁舎及びくぬぎ山消防署を建て替えるなど

をし、安全に暮らしていけるまちという形をつくっていくことで、定住人口を

増やしていきたいと考えております。 

そういったことが、まちづくりの主な事柄ではございますが、この都市計

画審議会はそういったまちづくりに関する事柄を審議していただく場であり

ますので、鎌ケ谷市がより良いまちになるようご意見を賜るよう申し上げて、

私のあいさつとさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

それでは、審議に入ります前に平成２６年度に入りまして、新任されまし

た委員の方もいらっしゃいますので、委員の皆様及び執行部をご紹介させて

いただきます。 

初めに、都市計画審議会条例第３条第２項第１号に規定されております「市

議会議員」の委員の方々を紹介させていただきます。 

松澤  武人  様 

 

松澤です。よろしくお願いします。 

 

針貝  和幸  様 

 

針貝です。よろしくお願いします。 

 

谷間保彦様につきましては、欠席のご連絡をいただいております。また、小

泉巖様につきましては、若干遅れるとのご連絡を頂きました。 

川原 千加子 様 

 

川原でございます。よろしくお願いいたします。 

 

次に同条同項第２号に規定されております「学識経験を有する者」の委員

の方々を紹介させていただきます。 

東京成徳大学教授、本審議会会長 

秋山 秀一 様 

 

秋山です。どうぞよろしくお願いします。 

 

次に鎌ケ谷市商工会副会長 

口石 幸久  様 

 



3 

    

口石委員 

 

司会 

 

 

葛山委員 

 

司会 

 

 

 

村山委員 

 

司会 

 

 

赤澤委員 

 

司会 

 

 

 

 

 

高橋委員 

 

司会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

口石です。よろしくお願いいたします。 

 

次に鎌ケ谷市農業委員会会長 

葛山 繁隆 様 

 

葛山です。よろしくお願いいたします。 

 

次に千葉県内で都市計画関係の会社を経営されており、本審議会副会長で

あります 

村山 和彦 様 

 

村山です。よろしくお願いします。 

  

次に千葉工業大学准教授 

赤澤 智津子様 

 

赤澤です。よろしくお願いいたします。 

 

続きまして、同条同項第３号に規定されております「関係行政機関若しくは

千葉県の職員又は住民を代表する者」の委員の方々を紹介させていただきま

す。 

鎌ケ谷市自治会連合協議会会長 

髙橋  寛 様 

 

高橋です。よろしくお願いします。 

 

東葛飾土木事務所長中里 孝男 委員、鎌ケ谷警察署長内藤 誠委員にお

かれましては、本日、所用により欠席する旨のご連絡をいただいております。 

鎌ケ谷警察署長の代理の方に出席いただいております。 

続きまして、本日説明等をさせていただきます執行部の紹介をさせていた

だきます。 

都市建設部長の高地でございます。 

都市建設部参事・建築住宅課長の相川でございます。 

都市建設部副参事、都市計画課長の金子でございます。 

都市計画課開発指導室長の新城でございます。 

都市計画課都市政策室長の佐瀬でございます。 

公園緑地課長の弓削でございます。 

都市建設部副参事、道路河川整備課長の鎗田でございます。 
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会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

会長 

 

 

 

 

全員 

 

会長 

 

 

 

 

 

司会 

 

 

 

農業委員会事務局長の湊でございます。 

最後に本日司会を務めさせていただきます私、都市建設部次長・道路河川

管理課長の小高でございます。 

よろしくお願いいたします。 

なお、ここで市長は所用のため退席させていただきます。 

 

鎌ケ谷市都市計画審議会条例第７条第１項の規定により、会長が議長を務め

ることと規定されておりますので、秋山会長よろしくお願いいたします。 

 

はい。平成２６年度に入りましてはじめての審議会ということでございま

す。当審議会の運営に関しましては、各委員のご協力を賜り、鎌ケ谷市の都

市計画審議会の円滑な運営に努めて参りたいと考えておりますので、よろし

くお願い申し上げます。 

ただいまの出席委員は、１３名中９名であります。鎌ケ谷市都市計画審議会

条例第７条第２項に定める過半数の定足数に達しておりますので、第５１回鎌

ケ谷市都市計画審議会を開会いたします。 

 

本日傍聴者はおりますか？ 

 

本日傍聴希望者はおりません。 

 

まず、最初に議事録署名委員の選任について、委員の皆様にお諮りいたし

ます。当審議会の議事録につきまして、審議会終了後、事務局にて作成する

ことになりますが、議事録の署名委員につきましては、葛山繁隆委員にお願

いをいたしたいと存じますがいかがでしょうか。 

 

異議なし 

 

ご異議がございませんので、会議録署名委員を葛山繁隆委員にお願いする

ことといたします。 

 

今回、市長より諮問された案件は１件でございます。それでは付議案件の

審議に入りたいと思いますので、事務局で準備がありましたらお願いします。 

 

それでは、付議案件の審議に入ります前に説明用のプロジェクター設置い

たしますので、今しばらくお待ちくださいますようお願いいたします。 

 

プロジェクタープロジェクタープロジェクタープロジェクター設置完了設置完了設置完了設置完了 
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会長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、付議案件の審議に入ります。第１号議案「鎌ケ谷都市計画 生産

緑地地区の変更について」を議題といたします。執行部から説明を求めます。 

 

おはようございます。本日諮問させていただきました案件につきまして、私

から概要をご説明申し上げます。 

第１号議案「鎌ケ谷都市計画 生産緑地地区の変更について」でございます。 

鎌ケ谷市では、平成４年１１月２４日付けで生産緑地地区を指定し、都市計

画決定を行いました。その後、解除及び追加指定など計１５回にわたる都市

計画変更を行っております。今回で１６回目の変更となる訳でございますが、

その内容につきましては、３地区に係るものであり、一部廃止により合計 

０.９２ｈａの面積を減ずるものでございます。 

以上、詳細につきましては、担当課長よりご説明申し上げますので、よろ

しくお願いいたします。 

 

まずはじめに、配布資料のご確認をお願いします。 

第１号議案「鎌ケ谷都市計画 生産緑地地区の変更について」ということで、

こちらのＡ４判縦の資料となります。 

なお、２ページ目が一部修正となりますので、お手元にある一枚と差替え

をお願いいたします。 

それでは、改めて、第１号議案「鎌ケ谷都市計画 生産緑地地区の変更に

ついて」をご説明いたします。 

それでは、鎌ケ谷都市計画生産緑地地区の変更につきまして、ご説明させ

ていただきます。お手元の資料、及び正面のスクリーンにて説明させていた

だきます。 

この生産緑地地区は、市街化区域内において緑地機能や多目的保留地機能

として優れた農地等を計画的に保全し、良好な都市環境の形成に資すること

を目的としまして、営農が可能なもの等について、生産緑地地区として、都

市計画決定を行っているところでございます。 

生産緑地地区に指定されますと「農地以外の使用はできないこと」「目的外

への土地の形質変更ができないこと」といった行為制限が課せられる代わり

に、税制上の優遇措置、例えば固定資産税の農地課税や相続税の優遇措置等

が受けられるようになっております。 

また、この生産緑地地区の指定解除につきましては、生産緑地法第１０条

の規定により「指定から３０年が経過した場合」「農業の主たる従事者が死亡

した場合」「農業に従事することを不可能にさせる身体的故障が生じた場合」

などには、市に対して買取申出を行い、同法第１１条等の規定により、市は

公共団体等への買取希望の照会や他の農業従事者への斡旋等を行っておりま
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す。 

しかしながら、申出から３ケ月以内に所有権の移転がなかった場合には、

先ほどご説明いたしました、行為制限が解除されることとなり、都市計画に

おいても、整合がとれるよう手続きを行うものでございます。 

それでは６ページをお開きください。変更の内訳総括表でございます。 

鎌ケ谷市の生産緑地地区は、平成４年の当初指定以来、解除や追加指定な

どを１５回行っており、現時点では、表中右の欄の変更前でございますが１

５９地区、面積約７０．４２ｈａでございます。今回３地区の変更を行い、

面積約０．９２ｈａを減じ、変更後は地区数１５８地区、面積約６９．５０

ｈａとなってございます。 

７ページをお開き下さい。変更地区の一覧でございます。今回の変更は、

地区番号１０８番 右京塚Ａ生産緑地地区のほか２箇所の地区の変更でござ

いますが、変更内容は、廃止が１箇所、一部廃止が２箇所ございます。全体

の地区数は１箇所減となっております。 

８ページをお開きください。この全体図が変更箇所の総括図でございます。

四角で囲まれました３箇所が今回の変更案件の位置を示しております。 

それでは、個別の地区ごとにご説明申し上げます。全体図の１番で四角に

囲まれた箇所が、生産緑地地区番号１０８番 右京塚Ａ生産緑地地区でござ

います。 

位置は、正面のスクリーンにお示ししておりますとおり、中央消防署の南

側でございます。変更内容は、当該地区を廃止するものでございます。黄色

で示した部分が廃止となる部分でございます。９ページをお開きください。

生産緑地地区番号１０８番 廃止箇所の公図でございます。１１ページをお

開きください。生産緑地地区番号１０８番 廃止箇所の航空写真でございま

す。１２ページをお開きください。 

続きまして、全体図の２番で四角に囲まれた箇所が、この１２ページの生

産緑地番号１２２番 東道野辺２丁目Ｈ生産緑地地区でございます。位置は、

正面のスクリーンにお示ししておりますとおりで、第二中学校の西側でござ

います。変更内容でございますが、当該地区のうち０．２２ｈａを廃止し、

１．１７ｈａに変更するものでございます。１３ページをお開きください。

生産緑地地区番号１２２番 一部廃止箇所の公図でございます。１４ページ

をお開きください。生産緑地地区番号１２２番 廃止箇所の航空写真でござ

います。 

１５ページをお開きください。 

続きまして、全体図の３番で四角に囲まれた箇所が、この１５ページの生

産緑地番号１７２番 南鎌ケ谷３丁目Ｃ生産緑地地区でございます。変更内

容でございますが、当該地区のうち０．１６ｈａを廃止し、０．９５ｈａに

変更するものでございます。１６ページをお開きください。生産緑地地区番



7 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

村山委員 

 

会長 

 

村山委員 

 

 

 

会長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

村山委員 

 

会長 

号１７２番 廃止箇所の公図でございます。１７ページをお開きください。

生産緑地地区番号１７２番 廃止箇所の航空写真でございます。１８ページ

をお開きください。 

今回の生産緑地地区の変更一覧表でございます。買取申出の理由は、生産

緑地地区１０８番、１２２番が主たる農業従事者の死亡、最後の生産緑地地

区１７２番は、主たる農業従事者の故障により、買取申出書が提出され、市

を含め県などの公共団体等へ買取照会や他の農業従事者への斡旋を行いまし

たが、所有権の移転が行われなかったことから、結果として生産緑地地区の

行為の制限の解除に至ったことから、都市計画の地域地区を廃止又は変更す

るものでございます。以上が変更の内容と解除理由でございます。 

今回の生産緑地地区の変更の案は、千葉県との原案協議を経て、昨年の１

２月２日から２週間、案の縦覧を行ったところ、縦覧者は１名で、意見書の

提出はございませんでした。今後の予定でございますが、本日のご審議を経

て、千葉県と本協議を行い、鎌ケ谷市が都市計画の変更を行う予定でござい

ます。説明は以上です。よろしくご審議のほど、お願いいたします。 

 

それでは、ただ今の説明に対して、ご質問・ご意見のある方は、挙手願い

ます。 

 

はい。 

 

村山委員 

 

生産緑地の買取りの申出の手続きの上で、農業従事者への斡旋があります

が、近年、個人ではなく農業法人による農地の引き受けが行われていますが、

斡旋の対象に農業法人も含まれていると考えてよろしいでしょうか。 

 

都市政策室長 

 

まず、買取申出が行われた際には、市の内部で照会を行います。その中で、

買取の希望がなかった場合には、農業委員会に照会をかけ、現在のところで

は、他の農業を従事される方に斡旋を行っているという現状でございます。

したがいまして、現在のところ、農業法人等につきましては対象となってお

りません。 

 

対象にはなっていないということですね。わかりました。 

 

ほかに何かございますか。 
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事務局 

 

 

 

 

会長 

 

 

松澤委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

松澤委員 

 

事務局 

 

松澤委員 

 

 

 

１０８番の右京塚の生産緑地が、私の近所になります。かなり大きな緑地

であり、相続が発生した場合、取り付け道路がありますが、これは、昔の農

道であり、幅がかなり狭いのですが、もしここに宅地が建てられることにな

った場合に、道の拡幅などに関する市の対応は、どういったものになるので

しょうか。 

 

おっしゃるとおり、面積としてはかなり広い土地になります。事業者側も

一体的な土地利用を検討していると考えられます。その場合、開発行為に該

当するため、道路も含めた協議を市と行って開発が進められることとなると

考えております。 

 

口石委員が心配されている事態にはならないということですね。他に意見

はございますか。 

 

私は、１２２番についての質問です。ここにつきましては、都市計画道路

が通る部分につきましても、生産緑地の解除になり、解除の理由が主たる農

業従事者の死亡であったと思います。まず、全体の区画としては、どの程度

の地権者の方がいらっしゃるのでしょうか。こちらの都市計画道路は、優先

度の高いものではなかったかもしれませんが、もし宅地になってしまってか

らでは、計画道路整備に向けた買収がしづらくなってしまうのではないかと

考えます。そこで、全体としての地権者の数をお分かりであれば教えていた

だきたいです。 

 

１２２番の地権者は、２名です。変更前の生産緑地地区の面積が１．３９

ｈａです。その中の１名から買取申出がなされたのが、０．２２ｈａとなっ

ております。今回買取希望が挙げられた農地につきましては、都市計画道路

３・４・７中沢鎌ケ谷線の計画決定を一部受けております。買取申出がなさ

れた際には、関係部署に買取希望の照会をいたしましたが、事業化の計画が

まだ先である等の理由から、今回は買取には至りませんでした。以上です。 

 

生産緑地を解除した後は、どういった状態になっているのでしょうか。 

 

解除された土地につきましては、現在、分譲され、宅地となっております。 

 

その話を聞きますと、都市計画道路が事業化された際には、やはり宅地化

され、家になったものをまた買収しなければならないという状況になります。 

そう考えた時に、本当に必要な都市計画道路について、先手先手を取って買
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収を行っていかなければならないのではないかと思います。３・４・７号線

の予定線には、宅地が少ないということも考えますと、実施しやすい都市計

画道路であると思います。 

そうした時に、鎌ケ谷市全体の都市計画道路について考えていく必要があ

ると思うのですが、現在の都市計画道路の方向性がどういったものなのかを、

もしお分かりになれば教えていただきたいです。 

 

都市計画道路につきましては、平成１８年度に、都市計画道路整備プログ

ラムを作成しております。 

そのなかで、短期整備路線、中期整備路線、長期整備路線と、３段階に仕

分けをしております。現在、ご指摘を頂きました３・４・７号線の当該部分

につきましては、長期整備路線と位置付けしておりまして、現段階におきま

しては、事業化の目途が立っておりません。 

したがいまして、都市計画プログラムの中で短期整備路線と位置付けして

いる路線について、事業認可の取得、あるいは、都市計画変更手続き等を行

っているところでございます。  

 

長期整備路線ということで、事業化が難しいことはわかりますが、市民か

らよく言われることは、「都市計画道路の整備計画がもともとあるのになぜ家

が建つのだ。」ということです。 

ですので、都市計画道路の整備計画があるにもかかわらず、家が建てられ

る根拠を教えていただきたいです。 

 

都市計画道路につきましては、市内２０路線、約３６ｋｍほど都市計画決

定されておりますが、現段階では、３３％の整備にとどまっている状況です。

残り６７％が未整備であるという状況の中で、都市計画道路の整備計画上に

すべての建物を建ててはならないという法体系にはなっておりません。都市

計画法上で、都市計画決定済みの都市計画道路整備予定地につきましては、

２階建て、地下を有しないなどの制限はございますが、都市計画法５３条の

手続きを踏まえることで、建築物を建てられるという都市計画法の体系とな

っておりますので、６７％残っている都市計画道路の整備予定地全てで行為

を制限することはできないものとして認識をしております。 

 

今のご指摘は、大変重要なものでありまして、市民はそういう考えを持ち、

場所によっては道路を整備していく中で、家が建っているから整備できない

といった事例もあります。基本的には、整備時に進めていくしかないという

ことです。 

他に何かございますか。 
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よろしいですか。 

それでは、まとめたいと思います。 

第１号議案「鎌ケ谷都市計画 生産緑地地区の変更について」お諮りいた

します。 

原案のとおり了承することについてご異議ございませんか。 

 

異議なし 

 

それでは、第１号議案「鎌ケ谷都市計画 生産緑地地区の変更について」

は、「ご異議なし」と認め、原案どおり了承することに決しました。 

 

以上で諮問されております付議案件の審議は、終了いたしました。 

なお、本日の結果につきまして、答申として市長へ報告することとなりま

すが、その文案については、会長にご一任願いたいと思いますが、いかがで

しょうか。 

 

異議なし 

 

ご異議がございませんので、答申案については、会長である私の方で取り

まとめのうえ、市長に答申をさせていただくことといたします。 

本日は、皆様のご協力により、慎重なるご審議を賜りましたことを感謝い

たします。次にその他といたしまして、平成２７年度の都市計画審議会の開

催について報告があるとのことなので、お願いいたします。 

 

事務局より平成２７年度の都市計画審議会につきまして、ご説明いたしま

す。 

平成２７年度予定しております都市計画審議会の開催につきまして報告さ

せていただきます。平成２７年度は、現在のところ２件の案件につきまして、

審議をお願いする予定でおります。 

１件目は、中沢地区におきまして計画決定されております鎌ケ谷都市計画

道路３・４・１０号中沢北初富線及び３・５・１１号谷地川線の２路線につ

きまして、千葉県事業であります大柏川第２調節池の予定地と重複している

ことから、道路線形の変更を予定しており、平成２７年度前半に審議をお願

いする予定となっております。こちらは、本日皆様に配布いたしました都市

計画図の左下に位置を示しております。 

２件目は、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」の見直し手続きに

ついてでございます。 

千葉県決定であります「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」につい
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て、現在、見直し作業を行っているところでございまして、配布いたしまし

た区域マス・区域区分見直し手続きフローのとおり、現在、千葉県と市町村

との原案調整の協議を行っているところでございます。 

参考資料といたしまして同じく配布いたしました平成１９年２月２３日変

更告示いたしました現在の「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」を

基にいたしまして時点修正を行ったものが、今回の素案になるものと考えて

おります。 

この「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」とは、都市として一体

的に整備、開発及び保全すべき都市計画区域全域を対象として、千葉県が広

域的な視点に立って、市街化区域や市街化調整区域などの区域区分をはじめ

とした都市計画の基本的な方針を定めるものでございます。今後の予定とい

たしましては、市の内部での調整を重ね、素案を確定後、住民周知を経まし

て、市町村案として各市が千葉県に提出後、平成２７年度に入りまして千葉

県が国と調整を行い、素案として確定し、素案の縦覧などを経て、案を作成

し公告・縦覧を実施いたします。平成２７年度後半に市町村の都市計画審議

会及び市町村の意見を聞いた後、千葉県の都市計画審議会に諮問し、平成２

７年度末を目途に都市計画の変更告示を行う予定でおります。 

したがいまして、平成２７年度の都市計画審議会につきましては、「鎌ケ谷

都市計画道路の変更」及び「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」に

つきまして、ご審議をお願いする予定でおります。それぞれの詳細の日程が

決まり次第お知らせいたしますので、お忙しいところ大変申し訳ございませ

んがよろしくお願いいたします。 

以上で平成２７年度における都市計画審議会の開催予定についての報告を

終わります。 

 

それでは、これをもちまして第５１回鎌ケ谷市都市計画審議会を閉会とい

たします。 

 

会議議事録署名人の署名 

 以上、会議の経緯を記載し、相違ないことを証するため次に署名する。 

 

平成２７年１月２９日      

氏名 葛山 繁隆     

 


